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○
環
境
省
令
第
四
号

環
境
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
及
び
環
境
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
を
実
施
す

る
た
め
、
環
境
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
日

環
境
大
臣

小
池
百
合
子

環
境
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

環
境
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
環
境
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
環
境
情
報
室
及
び
企
画
官
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
企
画
官
及
び
環
境
情
報
企
画
官
そ
れ

ぞ
れ
一
人
」
を
「
環
境
情
報
室
及
び
企
画
官
一
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
環
境
情
報
企
画
官
」

を
「
環
境
情
報
室
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

環
境
情
報
室
に
、
室
長
を
置
く
。

４

企
画
官
は
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
特
定
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
特
殊
疾
病
対
策
室
」
の
下
に
「
、
石
綿
健
康
被
害
対
策
室
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
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項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
特
殊
疾
病
対
策
室
」
の
下
に
「
、
石
綿
健
康
被
害
対
策
室
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し

、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

石
綿
健
康
被
害
対
策
室
は
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
事
務
（
他
の
府
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


